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☎ 0266-22-6313

その他公園管理者が禁止を申し出る行為

鳥居平やまびこ公園管理事務所

公益財団法人おかや文化振興事業団

《公園管理者》

ペットなどの動物 （ケージ等に入れても不可） 但し、盲導犬等介助動物は除く。

　　（地面直火は不可）

火気類

花火、火薬、ガス類、固形燃料 など

※ 但し、「いこいのひろば」に限り、許可を得たうえでガス・固形燃料・炭・薪を使用できます。

野球用具（幼児用の安全なビニール製のものは除く）

飛行物 （飛行可能な模型など）

自転車 （マウンテンバイク・ロードバイクなどジャンルを問わず）、変形自転車、一輪車、

※ 「スポーツひろば」では使用できます。但し、硬式野球の練習には禁止事項があります。

キックバイク、スケートボード類、キックボード類、ローラースケート、ローラースニーカー など

※ 公園の貸自転車（有料）で、定められたサイクリングコースを周遊できます。

ラジコン飛行機、ラジコンヘリコプター、ドローンなど（動力の種類を問わず）

※ 許可を得られる場合があります。

ゴルフ用具

バット、ボール（硬式球・軟式球 とも）

クラブ、ボール、練習用具類

その他公園管理者が持ち込み禁止を申し出る物品等

他の利用者の安全や快適性を損なう行為

公園の施設・設備を害する行為

犬、猫などの哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類等

※ 犬については、ドッグラン（無料）で遊ばせることができます。また、「いこいのひろば」では、

　　リードを付けることを条件に、散歩させることができます。

【禁止行為】以下のことはできません。

動植物の採取

許可を得ないで、上の 【持ち込み禁止物品等】 に記するものを使用する行為

自転車等

鳥居平やまびこ公園 のご利用にあたって

【持ち込み禁止物品等】以下の物品等は公園内に持ち込めません。

銃刀類・刃物・飛び道具類 など

銃刀類 ： 銃・刀・槍 など （モデルガン、模造刀、木刀・竹刀 等を含む）

　　　　　　　　   手裏剣、ダーツ、パチンコ など

刃物 ： ナイフ、包丁、鎌、鉈、ノコギリ、小刀、ハサミ 、カッターナイフ など

飛び道具類 ： 弓類（和弓、アーチェリー、ボーガン、クロスボウ など）、吹き矢、ブーメラン、

 ※ 使用はしなくても、他の利用者の不安・不快や不審を招きます。

 ※ 公園内 とは、鳥居平やまびこ公園の敷地内（駐車場を含む）のことを言います。

　 （敷地内に駐車中の車内は除く）


